
基本業務 従業員１人 2～4人 5～9人 10～19人 20～29人 30人～

顧問契約(手続+相談) 13,200円/月 26,400円/月 38,500円/月 49,500円/月 58,300円/月 69,300円/月～

給与計算 13,200円/月 16,500円/月 22,000円/月 33,000円/月 44,000円/月 55,000円/月～

料金表（社会保険労務士）

※顧問契約(手続+相談)は、就業規則等の規程作成、助成金の申請、算定基礎、年度更新を除きます。
また、給与計算単独の契約の場合、勤怠管理業務は含まれておりません。

健康保険・厚生年金

資格取得・喪失 5,500円/1件

賞与支払届・算定基礎届
フル顧問1ヵ月分～
(給与計算請負先のみ)

月額変更届 1,000円/1件～

その他手続き書類 3,300円/1件～

相談

人事労務・労働相談 5,500円/1時間～

老齢・障害年金相談 3,300円/1時間～

新規適用

労働保険新規 顧問契約1ヵ月分

社会保険新規 顧問契約1ヵ月分

雇用保険

資格取得 3,300円/1件

資格喪失＋離職証明書 9,900円/1件～

育児・介護休業申請(初回) 8,800円/1件～

育児・介護休業申請(2回目～) 3,300円/1件～

労災保険

療養・休業補償（5号、8号） 8,800円/1枚～

死傷病報告(電子申請込み) 8,800円/1枚～

第三者行為災害(通勤含む) 16,500円/1件～

労働保険

年度更新(継続事業) 顧問契約1ヵ月分

就業規則 顧問先 スポット

新規・大幅改訂 110,000円～ 198,000円～

部分改訂 55,000円～ 110,000円～

各種規程作成・変更 33,000円～ 66,000円～

助成金 顧問先 スポット

助成金申請
受給決定額
×20％

×

障害年金申請

着手金30,000円 成功報酬で「初回振込の10％ or
２ヵ月分相当額 or 12万円」のいずれか高い金額

[料金表示は2026年1月から2026年3月まで有効］

[その他料金］

[すべて消費税額10％込み表示］

下記以外については当事務所までお問い合わせください。

労働基準法

36協定 5,500円/1件～

1年単位変形労働時間制 7,700円/1件～

労働条件通知書・雇用契約書 11,000円/1件～

※顧問契約(相談のみ)は、お問い合わせください。
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